
令和６年度能登半島地震に係る事業者支援の情報について 

※情報は令和 6 年 2月 26日時点のものです。詳細については問合先の HPをご確認ください。 

【重要】被害を受けた証明となる記録と保管について 

令和６年能登半島地震に関して、被害を受けた証明となる 

・罹災証明書又は被災届出証明書 ※いずれも市で発行しているもの。 

・被害を受けた資産等の複数写真 

・既に施設復旧等を実施した場合、請求書や領収書、契約書等の取引における書類 

は、支援制度の申請にあたり必要となることがあるため、取得・保管ください。 

 

区分 内容 問合先 

相 

談 

令和６年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口 氷見商工会議所 

中小企業相談所 

TEL:74-1200 

 

補 

助 

金 

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」（国補助金、商工会議所窓口） 

小規模事業者が商工会議所の助言を受けながら事業の再建に向け

た計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う販路開

拓等の取り組みを補助します。 

〇補助上限額２００万円（直接被害）・１００万円（間接被害） 

〇補助率 ２／３ ※要件を満たす場合は定額 

〇締切 １次受付締切２月２９日（木）※２次公募も予定 

なりわい再建支援補助金（県補助金） 

令和６年能登半島地震に関して、施設復旧等の費用に対する補助

金が予定されています。 

〇補助対象経費：中小企業者等の施設又は設備であって、「令和６

年能登半島地震」のため損壊や使用困難になったもののうち、県内

の施設及び設備の復旧・整備に要する経費を補助します。 

〇補助上限額：最大３億円 

〇補助率：中小企業等３/４以内 

※詳細情報が発表され次第ＨＰ等で公開します。 

富山県 

地域産業支援課 

TEL:076-444-3253 

 

商店街にぎわい創出事業（被災商店街等再建支援事業） 

令和６年能登半島地震により被害を受けた商店街等が行う「にぎ

わい創出」のためのイベント等の事業費を補助します。 

〇補助上限額１００万円（下限額３０万円） 

〇補助率 直接被害１０／１０ 

間接被害２／３  

〇締切 ４月１９日（金）※予算状況により追加予定あり 

富山県 

地域産業支援課 

TEL:076-444-3253 

 

※被災商店街等再

建支援事業につい

ては、直接地域産

業支援課にお問い

合わせください。 

商店街災害復旧事業（被災商店街等再建支援事業） 

令和６年能登半島地震により被災したアーケード、共同施設、街路

灯などの設備の改修等に要する費用を補助します。 

〇補助上限額 上限額・下限額なし 

〇補助率 １／２（国１／３、県１／６） 

〇締切 今後公募予定 

  



区分 内容 問合先 

金

融 

令和６年能登半島地震災害マル経 

〇貸付対象：「小規模事業者再建支援方針」に沿って事業を行っており、

令和６年能登半島地震の直接被害者(建物、機械設備、在庫品等)及び間接

被害者(売上減少等)。 

〇資金使途：復旧により必要とする設備、運転 

〇貸付限度：1,000万円 ※「一般マル経」とは別枠 

〇貸付利率：一般マル経より当初３年間直接被害者△０.９％ 

間接被害者△０．５％ 

〇貸付期間：設備10年以内(据置2年以内)運転7年以内(据置1年以内) 

氷見商工会議所 

中小企業相談所 

TEL:74-1200 

 

震災対策特別融資（富山県） 

〇融資要件：令和 6 年能登半島地震において被害を受けた県内全

域の中小企業者 

〇資金使途：設備、運転 

〇融資限度：１億円  

〇融資利率:年 1.25%以内 

〇融資期間：10 年以内(据置期間 5 年以内) 

〇保証料率：0～0. 55% (保証必須) 

 

富山県 

地域産業支援課 

TEL:076-444-3248 

取引先金融機関 

 

 

災害貸付（日本政策金融公庫） 

〇融資期間：HP 参照 

〇融資限度：3,000万円（各融資限度額に上乗せ）※国民生活事業 

〇融資期間：10 年以内（据置期間２年以内） 

〇措置内容 

①利率融資後 3年間、「災害貸付」、「災害復旧貸付」の利率を 0.9%引下げ 

②利率引下適用の限度額 1,000万円(中小企業団体にあっては 3,000万円) 

日本政策金融公庫 

高岡支店 

TEL:0570-045028 

 

小規模企業共済 特例災害時貸付 

＜災害救助法適用地域内に所有する事業資産が直接被害に遭われ

たご契約者様＞ 

〇借入要件：HP 参照 

〇借入額：50～2, 000 万円(掛金納付月数に応じ掛金の 7 割～9割) 

〇借入期間：借入額が 500万円以下の場合は 4年、借入額が 505万

円以上の場合は 6年(据置期間 1年を含む) 

〇貸付利率：０% ※1 年間据置後、6か月毎の元金均等払い 

共済事業グループ 

小規模共済融資課 

TEL:03-3433-8811 

 

  



区分 内容 問合先 

税 

金 

国税の申告・納付等の期限の延長 

国税に関する申告、申請、納付等の期限が延長されます。 

国税庁 

 

県税の減免制度等 

・災害で事業用資産や住宅・家財、不動産、自動車が損害を受けた

場合には各種県税が減免される場合があります。 

・また災害復旧の為に資金借入等に必要な納税証明書については、

交付手数料が減免される場合があります。 

総合県税事務所 

①個人事業税 

TEL:076-444_4506 

②不動産取得税 

TEL:076-444-4505 

③自動車税センター 

TEL：076-424-9211 

 

労 

働 

労働保険料等の申告・納期限等の延長 

石川県及び富山県に所在地のある事業場の事業主等について、労

働保険料等(※)の申告・納期限等を延長(令和 6年 1月 1日以降の

労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限を延

長)します。 

※労働保険料及び一般拠出金 

富山労働局 

労働保険徴収室 

TEL:076-432-2714 

 

雇用調整助成金の特例措置 

・生産指標の確認期間を 3か月から 1か月に短縮します。 

・最近 3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。 

・地震発生時に事業所設置後 1年未満の事業主も助成対象とします。 

・計画届の事後提出を可能とします。 

・過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、 

(1)支給日数上限を撤廃、(2)前回の対象期間の満了日の翌日から 1年を経

過していなくても助成対象 

・雇用保険被保険者期間が 6か月未満の労働者も助成対象 

・助成率の引上げ(大企業：1/2⇒2/3、中小企業：2/3⇒4/5) 

・休業等規模要件の緩和(大企業：1/15⇒1/30、中小企業：1/20⇒1/40) 

・1年間の支給限度日数の延長(100日⇒300日) 

・残業相殺制度の撤廃 

雇用調整助成金 

コールセンター 

TEL:0120-603-999 

 

 


